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登録販売者の業務経験等について 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法

律第 145 号。以下「法」という。）及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号。以下「規則」という。）に

規定する登録販売者の業務経験又は実務経験（以下「業務経験等」という。）について

は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の

一部を改正する省令の施行等について」（平成 26 年８月 19 日付け薬食発 0819 第１号 

厚生労働省医薬食品局長通知。以下「平成 26 年局長通知」という。）、「登録販売者制度

に関するＱ＆Ａについて」（平成 27 年３月 13 日付け事務連絡 厚生労働省医薬食品局

総務課通知）及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」（令和３年７月 30 日付け薬生発

0730 第 12 号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）のほか、次のとおり取扱うことと

したので承知願います。 

なお、本通知は令和３年８月１日から施行することとし、「登録販売者の業務経験等

について」（令和２年４月 27 日付け健第 192 号当職通知）は、令和３年７月 31 日限り

廃止します。 

記 

１ 業務経験等の証明について 

店舗販売業又は配置販売業の許可の申請及び変更の届出に当たり、店舗管理者又は

区域管理者の要件を満たしていることを確認するため、業務従事の経験又は実務従事

の経験（以下「業務経験等」という。）を証明する書類を提出すること。 

なお、業務経験等の証明については、平成 26 年局長通知の業務従事証明書、実務

従事証明書、業務従事確認書又は実務従事確認書により行うこと。 



また、業務経験等の証明に関する勤務簿の写しに準ずるものとして、勤務状況報告

書（別紙様式１）を用いることができること。 

おって、証明する書類について、書類を入手する負担の軽減の観点から、原本を確

認して、写しを添付させるなど配慮すること。 

 

２ 業務経験等の証明に係る注意事項について 

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、業務経験等の証明を行うために必

要な記録を保存しなければならないこと。 

なお、業務経験等に係る具体的な勤務内容の記録は、別紙様式２又は別紙様式３を

参考に作成し、保管すること。 

 

３ 業務経験等の確認について 

薬事監視員は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者が行う業務経験等の証

明及び業務経験等の記録・保管の方法が適切であるかについて、薬事監視指導の際に

関係書類の提出を求めて確認を行う。 

なお、薬剤師、登録販売者又は一般従事者の判別に係る必要な措置の実施、薬局若

しくは店舗に掲示すべき事項及び配置する際に添付する書面に記載する事項を適切

に管理するため、業務経験等の証明等の業務を本社等において一括で行う場合であっ

ても、薬局、店舗又は区域でも業務経験等に係る関係書類を保管すること。 

  

４ その他 

業務又は実務に従事した期間に係る月単位は、各月１日から末日までを１か月とす

ることを原則とすること。 

ただし、業務経験等の適正な管理のために必要な場合に限り、起点日を各月１日以

外の日とし、翌月の起点日前日までの間を月単位とすることができること。 

なお、この場合においても、全ての登録販売者及び一般従事者に係る業務経験等に

係る月単位の起点日は、同一日でなければならないこと。 

 

 

  

【担当】健康国保課薬務担当（近藤） 電話：019-629-5467 FAX：019-629-5474



    年  月  日 

勤 務 状 況 報 告 書 

岩手県知事 様 
業務（実務）に従事した薬局、店舗 

又は配置販売業の名称： 
所在地： 

（許可番号：        ）（業種：       ） 
薬局開設者又は医薬品の販売業者名： 

代表者氏名：                    
被証明者（      ）の一般用医薬品販売に係る業務又は実務経験について、下記のとおり報告します。 

なお、本証明に係る根拠とした資料については、岩手県から求めがあれば提出いたします。 
記 

    年  月 ～     年  月分の勤務状況 

（※業務（実務）従事証明書又は業務（実務）従事確認書で証明した業務（実務）期間すべてについて勤務状況

報告書を添付すること。） 

従事期間（１ヶ月単位で記載） 従事日数 
従事時間 

（分単位は切り捨て） 
    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

    年  月  日 から    年  月  日まで 日間 時間

従事した期間の合計 年  月間 合計     時間

 

根拠としたもの：                        

 
上記内容について事実と相違ありません。（従事被証明者）氏 名：                 

（別紙様式１）



（注意） 
１ 業務（実務）従事証明書又は業務（実務）従事確認書１枚ごとに対応する期間の勤務状況報告書を作成する

こと（上表で足りない場合は別紙で添付可）。 
２ 業務（実務）従事証明書又は業務（実務）従事確認書で記載した業務（実務）期間におけるすべての月の勤

務状況（従事期間及び勤務日数（勤務しなかった日数は除くこと。））について記載すること。一か月に80時間

以上従事した月を証明する場合は、その月の分のみ記載し、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した

月を証明する場合は、従事した月の分のみ記載すること。 
３ 根拠書類としては、労働基準法の規定により作成される賃金台帳、労働時間の記録に関する書類（出勤簿、

タイムカード等）など、労働時間に関する記録が客観的に確認できるものに加え、業務経験等に係る具体的な

勤務内容を記録した書類を指すこと。 
４ 配置販売業にあっては、薬局又は店舗の名称の記載を要しない。 



（別紙様式２）

業務経験者 月合計 時間 分

表記番号
①一般用医薬品の販売等の直接の業務
②一般用医薬品の販売時の情報提供業務
③一般用医薬品に関する相談対応業務
④一般用医薬品の販売制度の内容等の説明業務
⑤一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務
⑥一般用医薬品の陳列や広告に関する業務

21時

26 27 28

合計

1 2 3 4

12時

13時

14時

15時

19時

20時

22時

23時

18時

16 176 7 8 9 10 115

16時

17時

12 13 14 15

業務従事　実績表（　　　　　年　　　月）

●確認

本人氏名：

管理者氏名：

31

8時

9時

10時

11時

18 29
　　　　　　日
時刻

3019 20 21 22 23 24 25



（別紙様式３）

実務経験者 月合計 時間 分

表記番号
①一般用医薬品の販売等の直接の実務
②一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する実務又はその内容を知ることができる実務
③一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する実務又はその内容を知ることができる実務
④一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる実務
⑤一般用医薬品の管理や貯蔵に関する実務
⑥一般用医薬品の陳列や広告に関する実務

19時

20時

21時

22時

23時

8

18時

11時

24 25

13時

14時

15時

16時

17時

9 10 11 27

12時

2318 1912 13 143 4 5 6 7 16 17 28 2920 21 22 26

合計

実務従事　実績表（　　　　　年　　　月）

●確認

本人氏名：

管理者氏名：

　　　　　　日
時刻

1 2 30 31

8時

9時

10時

15


